
 

さいたま市告示第１３２２号 

さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（北Ｒ５一般県道鴻巣桶川さいたま線）」ほか８

件の一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお



 

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。  

６ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行



 

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

９ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

１０ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２

年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の

定めるところによる。 

 

 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－７８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５一般県道鴻巣桶川さいたま線） 
工事場所 さいたま市北区宮原町４丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月１６日まで 
概要 側溝蓋交換 459.0m 側溝清掃工一式 側溝蓋撤去工一式 側溝蓋設置工 （側

溝スリット蓋）448 枚 （グレーチング蓋）25 枚 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午前１０時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、浦和区又は南区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－７９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道イワ１１８号線） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字南下新井地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月５日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 355.7m 幅員 6.2～7.3m 舗装工 路面切削

（平均切削厚 t＝5 ㎝）2360 ㎡ 切削オーバーレイ工（平均切削厚 t＝7 ㎝ 再

生粗粒度 As-20、t＝7 ㎝）2340 ㎡ 表層（再生密粒度 As-20、t＝5 ㎝）2360 ㎡ 

付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午前１１時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－８０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 宮町２丁目ポンプ場ポンプ交換工事 
工事場所 さいたま市岩槻区宮町２丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月８日まで 
概要 宮町２丁目ポンプ場ポンプの老朽化のため、交換工事を行うもの 

予定価格（税込） ２６，６４２，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午前１１時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 機械器具設置工事業 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の機械器具設置工事について、本公告日以前３箇月において、通知した

「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基

準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（受注者希望方式）である。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２６ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－３２８９－５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 南与野駅西口土地区画整理事業 １１街区造成外工事 
工事場所 さいたま市中央区鈴谷２丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 基盤整備 敷地造成工 路体盛土 3077 ㎥ 構造物撤去工 既設構造物撤去

86.39 ㎥ 既設管撤去 92.72m 管路 管きょ工 圧入二工程推進（φ200）

44.05m 開削（φ200、硬質塩ビ管）45.70m マンホール工 組立 1 号マンホー

ル 2 箇所 雨水切り回し管きょ工 開削（φ250、硬質塩ビ管）48.24m 仮設工

一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午後２時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所 

電話 ０４８－８４０－６１５３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４６５３－３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 農業者トレーニングセンター管理地内外道路工事（その２） 
工事場所 さいたま市緑区大字大崎地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１５日まで 
概要 道路土工一式 照明工 配管・配線工一式 ハンドホール 4 基 分電盤 1 面 引

込柱 1 基 照明柱 14 基 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午後２時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市経済局農業政策部農業政策課 

電話 ０４８－８２９－１３７６ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－８５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（北Ｒ５市道１１９０９号線外） 
工事場所 さいたま市見沼区深作２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１２月１５日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 429.3m 幅員 5.1～5.9m 舗装工 上層路盤

（RM-40、t＝15 ㎝）108 ㎡ 不陸整正（RM-40、t＝4 ㎝）768 ㎡ 表層（再生密

粒度 As-20、t＝5 ㎝）879 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削深 t＝5 ㎝、再生密

粒度 As-20、t＝5 ㎝）1420 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午後２時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－５４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 暮らしの道路整備工事（市道２０９７５号線） 
工事場所 さいたま市見沼区大字大谷地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月１６日まで 
概要 延長 80m 幅員 4.0m 舗装工 下層路盤 232 ㎡ 上層路盤 232 ㎡ 表層 233 ㎡ 

排水構造物工 長尺 U 型側溝 165m 集水桝 2 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午後２時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０６ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－９８５８－４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 大宮桜木１丁目公園整備工事（２期目）（補） 
工事場所 さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 整備面積 732 ㎡ 撤去工一式 公園土工一式 植栽基盤工一式 植栽工一式 電

気設備工一式 園路広場整備工一式 遊戯施設整備工一式 サービス施設整備工

一式 管理施設整備工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後２時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 造園工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番１号 

さいたま市都市局みどり公園推進部北部公園整備課 

電話 ０４８－６４６－３１７６ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４５６－２１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 羽根倉橋（上り線）耐震補強及び補修工事その６（２債） 
工事場所 さいたま市桜区大字下大久保地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年６月２８日まで 
概要 【補修工事】下部工補修（Ｐ１４橋脚－Ａ２橋台）一式 排水設備改築工（Ｐ２

－Ｐ８径間）一式 【耐震補強工事】変位制限装置設置工（Ｐ１４、Ｐ１５橋脚

）一式 縁端拡幅工（Ｐ８、Ｐ９、Ｐ１４、Ｐ１５橋脚）一式 
予定価格（税込） ２３７，８３１，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後２時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は債務負担行為該当案件である。また、本工事における前払金等は契約

日以降に請求できる。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－８４０－６２０５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３２３号 

さいたま市の発注する「さいたま市立慈恩寺中学校体育館空調設備設置工事」ほか２件の一般競争

入札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。）

がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして取

扱う。 

ウ 一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし

ない。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 



 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成



 

２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２年さいたま市制定）及

び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 



 

 

別表  
対象工事 ア さいたま市立慈恩寺中学校体育館空調設備設置工事 

イ さいたま市立城南中学校体育館空調設備設置工事 

ウ さいたま市立尾間木中学校体育館空調設備設置工事 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とす

る。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０８－３３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立慈恩寺中学校体育館空調設備設置工事 
工事場所 さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺５０５番地 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月１９日まで 
概要 空気調和設備工事一式 自動制御設備工事一式 ガス設備工事一式 動力設備工

事一式 電灯設備工事一式 

予定価格（税込） ７３，５２４，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後１時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 管工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部設備課 
電話 ０４８－８２９－１８４０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０８－３４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立城南中学校体育館空調設備設置工事 
工事場所 さいたま市岩槻区大字笹久保５７７番地 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月１９日まで 
概要 空気調和設備工事一式 自動制御設備工事一式 ガス設備工事一式 動力設備工

事一式 電灯設備工事一式 受変電設備工事一式 

予定価格（税込） ７２，８７５，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後２時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 管工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部設備課 
電話 ０４８－８２９－１８４０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０８－３５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立尾間木中学校体育館空調設備設置工事 
工事場所 さいたま市緑区東浦和４丁目２９番地１ 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月１９日まで 
概要 空気調和設備工事一式 自動制御設備工事一式 ガス設備工事一式 動力設備工

事一式 受変電設備工事一式 

予定価格（税込） ６４，０３１，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後２時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 管工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部設備課 
電話 ０４８－８２９－１８４０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３２４号 

さいたま市の発注する「暮らしの道路整備工事（市道３０７５４号線）」ほか２件の一般競争入札

について、次のとおり公告する。 

令和５年８月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）を利用して行う入札のため、シ

ステムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。（ただ

し、参加申請時において、電子証明書の取得手続き中の場合は紙による入札参加を認める。）   

なお、入札に参加しようとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参

加申請受付期間に、競争参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 



 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 



 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4)  開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者



 

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提



 

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項



 

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令

和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 



 令和５年８月７日 

財政局契約管理部契約課 

 
 

 

 

 

さいたま市発注の予定価格１千万円未満の建設工事の中から、施

工実績を緩和する一般競争入札を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 以下の公告により実施いたします 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
内 容 

 
１ 対象工事   

予定価格 1 千万円未満の土木工事 
予定価格 1 千万円未満の舗装工事 

 
２ 対象件数   

北部建設事務所３件 

目 的 

市内業者の発掘、育成を目的とし、受注意欲の高い

建設業者が入札に参加可能な一般競争入札を実施する

ことにより、公平性・透明性・競争性の更なる向上が

可能なため。 

一般競争入札（参加拡大）の試行実施について 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－５２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 暮らしの道路整備工事（市道３０７５４号線） 
工事場所 さいたま市北区日進町３丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２９日まで 
概要 延長 53m 幅員 4.0m 舗装工 下層路盤 160 ㎡ 上層路盤 160 ㎡ 表層 162 ㎡ 

排水構造物工 側溝工 102m 集水桝工 1 箇所 暗渠工 4m 区画線工 58m 付帯

工一式 

予定価格（税込） ８，５４７，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午後２時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 
電話 ０４８－６４６－３２０６ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－５３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 暮らしの道路整備工事（市道３１３５３号線） 
工事場所 さいたま市西区大字高木地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月９日まで 
概要 延長 47m 幅員 4.0m 舗装工 下層路盤 132 ㎡ 上層路盤 132 ㎡ 表層 133 ㎡ 

排水構造物工 側溝工 79m 付帯工一式 

予定価格（税込） ６，９３０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午後３時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 
電話 ０４８－６４６－３２０６ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－８２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道４２０９号線） 
工事場所 さいたま市岩槻区府内４丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１２月１５日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 195.6m 幅員 5.0m～5.3m 舗装工 不陸整

正工（RM-40、平均 t＝4 ㎝）1040 ㎡ 表層工（再生密粒度 As-20、t＝5 ㎝）

1040 ㎡ 撤去工 舗装版破砕工（t＝5 ㎝）1040 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午後３時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の対

象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－６４６－３２２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３２５号 

さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（南Ｒ５市道Ｅ－１８７号線外）」ほか２件の一

般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月７日 

 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）を利用して行う入札のため、シ

ステムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。（ただ

し、参加申請時において、電子証明書の取得手続き中の場合は紙による入札参加を認める。）   

なお、入札に参加しようとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参

加申請受付期間に、競争参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の



 

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者（ 低制限価格（さいたま市建

設工事等 低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「 低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する 低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で 低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「 低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認



 

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ 新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち 低の価格を

もって入札を行った者（ 低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち 低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合



 

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち 低の価格をもって入札を行った者（ 低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で 低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち 低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。）

がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして取

扱う。 

ウ 一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし

ない。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならな

かった低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その

翌日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に

提出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 



 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

 (4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが



 

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、 低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令

和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 



 令和５年８月７日 

財政局契約管理部契約課 

 
 

 

 

 

さいたま市発注の予定価格１千万円未満の建設工事の中から、施

工実績を緩和する一般競争入札を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 以下の公告により実施いたします 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
内 容 

 
１ 対象工事   

予定価格 1 千万円未満の舗装工事 
 

２ 対象件数   
南部建設事務所３件 

 

目 的 

市内業者の発掘、育成を目的とし、受注意欲の高い

建設業者が入札に参加可能な一般競争入札を実施する

ことにより、公平性・透明性・競争性の更なる向上が

可能なため。 

一般競争入札（参加拡大）の試行実施について 



 

 

別表  
対象工事 ア スマイルロード整備工事（南Ｒ５市道Ｅ－１８７号線外） 

イ スマイルロード整備工事（南Ｒ５市道Ｋ－１号線外） 

ウ スマイルロード整備工事（南Ｒ５一般県道宗岡さいたま線） 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とす

る。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４６５－２４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（南Ｒ５市道Ｅ－１８７号線外） 
工事場所 さいたま市浦和区高砂２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月１２日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 58.1m 幅員 0.8～6.8m 舗装工 構造物と

りこわし 15 ㎥ 舗装版破砕 280 ㎡ 基層 283 ㎡ 表層 283 ㎡ 付帯工一式 交

通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 
令和５年８月２９日（火）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 
令和５年８月３１日（木）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 
令和５年９月１日（金）午後３時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－８４０－６２２４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４６５－２５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（南Ｒ５市道Ｋ－１号線外） 
工事場所 さいたま市緑区原山１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１２月１５日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 136.0m 幅員 4.0m～6.0m 舗装打替工 舗

装版破砕 689 ㎡ 表層 689 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 
令和５年８月２９日（火）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 
令和５年８月３１日（木）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 
令和５年９月１日（金）午後３時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 
さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－８４０－６２２４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４６５－２６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（南Ｒ５一般県道宗岡さいたま線） 
工事場所 さいたま市中央区本町東３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月１９日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 96.0m 幅員 5.6m～6.7m 舗装工 切削オー

バーレイ 607 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 
令和５年８月２９日（火）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 
令和５年８月３１日（木）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 
令和５年９月１日（金）午後３時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事ア

又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止

する場合がある。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 
さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－８４０－６２２４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３２６号 

さいたま市の発注する「道路修繕工事（北Ｒ５一般県道東門前蓮田線）丸ヶ崎工区」ほか１件の特

別簡易型総合評価方式一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 総合評価方式に関する事項 

 総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と

いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。 

 (1) 方式 

  特別簡易型 

 (2) 評価値の算出方法 

  除算方式 

３ 技術資料の提出及び審査 

(1) 自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も

高い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成

し、財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。 

(2) (1)において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を

決定する。 

(3) 自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。 

(4) 技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変

動が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。 

(5) 工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」とい

う。）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。ま

た、６に規定する低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると

認められた者については、総合評価は行わない。 

４ 入札参加資格の確認 

 (1) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める



 

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を契約課に提出しなければなら

ない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(2) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

５ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、４(1)及び(2)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなけ



 

れば、その者を新たに落札候補者とする。 

(2) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(3) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点

を算出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。 

６ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格取扱要綱に基づく低入札

価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、第一順位者決定の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）の午後３時までに３(1)に掲げる技術資料並びに４(1)及び(2)に掲げる資格確認書類

と併せて次に掲げる書類を契約課に提出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 



 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、第一順位者決定の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)にお

いて提出された書類に基づく低入札価格調査、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参

加資格の確認を経て行う。低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とし総合評価を行わない。また、入

札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とする。 

７ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（以下「設計図書等の閲覧等」と

いう。）の方法は工事ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

８ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に４(1)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

９ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 



 

１０ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

１１ 入札の無効 

(1) さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第

１項各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(2) 自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。 

１２ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。 

(8) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(9) 落札者は、技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該

工事に配置すること。 



 

(10) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建

設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さい

たま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、さいたま市電子入札運用基準、さいたま

市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等

の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

 

 

 

 

 



 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－８３ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（北Ｒ５一般県道東門前蓮田線）丸ヶ崎工区 
工事場所 さいたま市見沼区大字丸ヶ崎地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月５日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 199.5m 幅員 8.1～9.8m 舗装工【夜間】 

路面切削（平均切削厚 5 ㎝）1060 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削厚 12 ㎝、再

生粗粒度 As-20、t＝7 ㎝）717 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5 ㎝）1780

㎡ 付帯工【夜間】一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午前１０時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（道路修

繕工事（北Ｒ５一般県道東門前蓮田線）丸ヶ崎工区）.pdf」ファイルを参照する

こと。 
質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 

令和５年８月２４日（木）午後５時まで 
質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－６４６－３２２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－８４ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（北Ｒ５市道イワ１１４号線外） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字浮谷地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月５日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 346.5m 幅員 5.7～8.2m 舗装工【夜間】 

路面切削工（平均切削深 t＝5 ㎝）2090 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5

㎝）2090 ㎡ 付帯工【夜間】一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午前１０時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（道路修

繕工事（北Ｒ５市道イワ１１４号線外））.pdf」ファイルを参照すること。 
質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 

令和５年８月２４日（木）午後５時まで 
質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－６４６－３２２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３２７号 

さいたま市の発注する「栄和小学校流域貯留浸透施設詳細設計業務（南河Ｒ５）」の一般競争入札

について、次のとおり公告する。 

令和５年８月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。）

を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある

者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 



 

ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札



 

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項



 

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 

 



 

 

契約整理番号 ０５－４４６８－４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 栄和小学校流域貯留浸透施設詳細設計業務（南河Ｒ５） 
業務場所 さいたま市桜区栄和１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１５日まで 
概要 設計業務 流域貯留浸透施設詳細設計一式 測量業務 現地測量 0.011 ㎢ 

予定価格（税込） １２，８１５，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２５日（金）午前９時から 

令和５年８月２９日（火）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年８月３０日（水）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１日（金）午前１１時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／河川 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「河川、砂防及び海

岸・海洋部門」の登録があること。 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月７日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月 ７日（月）午前９時から 
令和５年８月２４日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月２９日（火） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて

提出すること。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 
さいたま市建設局南部建設事務所河川整備課 
電話 ０４８－８４０－６２３１ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

 

 



 

さいたま市告示第１３５９号 

さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１２２４７号線）」ほか１２件の一

般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお



 

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。  

６ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行



 

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

９ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

１０ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２

年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の

定めるところによる。 

 

 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－８８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１２２４７号線） 
工事場所 さいたま市見沼区深作５丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月１９日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 142m 幅員 7.4～7.5m 道路土工一式 排水

構造物工 長尺 U 形側溝（深 300）136m 角型集水桝（深 550）2 箇所 横断暗

渠（300×240）6m 舗装工 表層（透水性 As-13、t＝5 ㎝）684 ㎡ 上層路盤（

C-30、t＝14 ㎝）45 ㎡ 下層路盤（RC-40、t＝26 ㎝）45 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午前１０時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－９３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道４００４１号線外） 
工事場所 さいたま市大宮区桜木町４丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月５日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 449.1m 幅員 2.8～3.4m 舗装工 表層（透

水性 As（樹脂・消石灰入）、t＝7 ㎝）1460 ㎡ 不陸整正（クラッシャラン C-

30、平均厚 t＝3 ㎝）1460 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午前１０時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

契約整理番号 ０５－４４８４－１２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 鴨川第４４－１処理分区下水道工事（南再－Ｒ５－４０４） 
工事場所 さいたま市桜区西堀４丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２９日まで 
概要 耐震化工 管きょ更生工（既設管径φ250）231.3m 耐震継手設置工（既設管径

φ250～φ600）24 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午前１０時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級、Ａ級又はＢ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－８４０－６２５５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４６５－２７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（南Ｒ５市道Ｎ－６０６号線） 
工事場所 さいたま市緑区大字大崎地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月２６日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 214.3m 幅員 5.3m～5.8m 道路土工 掘削

80 ㎥ 舗装工 舗装版破砕 1190 ㎡ 基層 1190 ㎡ 表層 1190 ㎡ 区画線工一式

道路付属施設工一式 付帯工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午前１１時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 

令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 

令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２４ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 

契約整理番号 ０５－３３８５－４ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 大宮停車場大成線（駅前工区）道路整備工事（Ｒ５） 

工事場所 さいたま市大宮区錦町地内外 

履行期間 契約確定の日から令和６年２月１４日まで 

概要 土工 130 ㎥ 歩道舗装工 563 ㎡ 横断防止柵 13m 地先境界ブロック 49m 歩道

照明 1 基 照明移設 2 基 道路植栽 9 箇所 撤去工一式 付帯工一式 

予定価格（税込） ４４，９３５，０００円 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後２時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は緑区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 

令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
工事担当課 さいたま市大宮区錦町６８２番地２ 

さいたま市都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所 
電話 ０４８－７７８－８４５２ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－８９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道２２０１４号線） 
工事場所 さいたま市見沼区染谷３丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月２６日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 232.0ｍ 幅員 5.8m 舗装工 路面切削（平

均切削厚 t＝5 ㎝）1410 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削厚 t＝7 ㎝、再生粗粒

度 As、t＝7 ㎝）1390 ㎡ 表層（再生密粒度 As、t＝5 ㎝）1410 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後３時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－９０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道２０５８３号線外） 
工事場所 さいたま市見沼区大字南中丸地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１２月１５日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 423.2m 幅員 5.5～6.0m 舗装工 切削オー

バーレイ（平均切削厚 5 ㎝、再生密粒度 As-20、t＝5 ㎝）2500 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後３時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５９－２１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 主要地方道さいたま春日部線岩槻橋事業用地整備工事（Ｒ５） 
工事場所 さいたま市岩槻区本丸４丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月３１日まで 
概要 作業ヤード整備工 1330 ㎡ 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後３時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 造園工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課 

電話 ０４８－６４６－３２１１ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－３１６８－１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 北与野駅北口地下駐車場平面化改修工事（第３期） 
工事場所 さいたま市中央区上落合２丁目３番１０号 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月２２日まで 
概要 駐車機械解体工事一式 ピット部砕石埋戻工事一式 サイン工事一式 泡消火設

備改修工事一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月３１日（木）午前９時から 

令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月７日（木）午後１時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月３０日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（受注者希望方式）である。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課 
電話 ０４８－８２９－１３９９ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－５５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路整備工事（一般県道鴻巣桶川さいたま線・Ｒ５北袋町工区） 
工事場所 さいたま市大宮区北袋町１丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月２５日まで 
概要 延長 520m 道路土工一式 構造物撤去工一式 排水構造物工一式 舗装工 5951

㎡ 縁石工 歩車道境界ブロック 1143m 区画線工 1704m 道路付属物施設工一

式 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月３１日（木）午前９時から 

令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月７日（木）午後１時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月３０日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 
電話 ０４８－６４６－３２０７ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－５６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 八反田橋外４橋補修工事（２債） 
工事場所 さいたま市見沼区深作５丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年６月２８日まで 
概要 八反田橋 橋梁塗装工 680 ㎡ 舗装打換工 234 ㎡ 膳棚橋 断面修復工 1 構造物

岩００２ 表面含浸工 34 ㎡ 縁端拡幅工 1 箇所 岩００３ 表面含浸工 63 ㎡ 

洗堀防止工 2 箇所 無名橋１０１９ 舗装打換工 62 ㎡ 断面修復工 1 構造物 

予定価格（税込） ７５，４２７，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月３１日（木）午前９時から 

令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月７日（木）午後２時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、桜区又は浦和区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月３０日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は債務負担行為該当案件である。また、本工事における前払金等は契約

日以降に請求できる。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 
電話 ０４８－６４６－３２０５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３８４－１６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 岩槻第３処理分区下水道工事（北再－Ｒ５－４０５） 
工事場所 さいたま市岩槻区城町１丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 延長 1590m 耐震継手工（既設管径 200～250mm）98 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月３１日（木）午前９時から 

令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月７日（木）午後２時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、南区又は緑区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月３０日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－６４６－３２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－８６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（北Ｒ５主要地方道さいたまふじみ野所沢線） 
工事場所 さいたま市西区大字二ツ宮地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２日まで 
概要 延長 628m 幅員 3.5～7.0m 舗装工【夜間】 切削オーバーレイ （平均切削厚

12 ㎝、再生粗粒度 As-20、t＝7 ㎝）3710 ㎡ （平均切削厚 5 ㎝、改質Ⅱ型密粒

度 As-20、t＝5 ㎝）862 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5 ㎝）3750 ㎡ 付

帯工【夜間】一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月３１日（木）午前９時から 

令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月７日（木）午後２時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月３０日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－６４６－３２２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３６０号 

さいたま市の発注する「道路整備工事（市道４０４１１号線外１路線）」ほか３件の一般競争入札

について、次のとおり公告する。 

令和５年８月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。）

がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして取

扱う。 

ウ 一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし

ない。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 



 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成



 

２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２年さいたま市制定）及

び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 



 

 

別表  
対象工事 ア 道路整備工事（市道４０４１１号線外１路線） 

イ 暮らしの道路整備工事（市道６５６１号線） 

ウ スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１１７５０号線外） 

エ 堀端橋外４橋補修工事 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ、ウ及びエの入札は無効とす

る。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウ及びエの入札は無効とす

る。 

・対象工事ウの落札候補者が行った対象工事エの入札は無効とする。 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－５７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路整備工事（市道４０４１１号線外１路線） 
工事場所 さいたま市西区大字植田谷本地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１５日まで 
概要 延長 100m 幅員 7.0m 舗装工 下層路盤 486 ㎡ 上層路盤 486 ㎡ 表層 702 ㎡ 

排水構造物工 U 字溝 134m 自由勾配側溝 62m 集水桝 11 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後２時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０６ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－５８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 暮らしの道路整備工事（市道６５６１号線） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字釣上新田地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月８日まで 
概要 延長 184m 幅員 4.0m 舗装工 下層路盤 759 ㎡ 上層路盤 759 ㎡ 表層 760 ㎡ 

排水構造物工 側溝工 145m 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後３時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０６ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－８７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１１７５０号線外） 
工事場所 さいたま市見沼区東大宮６丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月１２日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 166.4m 幅員 4.0～6.0m 道路土工一式 排

水構造物工 長尺 U 形側溝工（300×300）295m 長尺 U 形側溝用集水桝 3 箇所 

舗装工 下層路盤（RC-40）89 ㎡ 上層路盤（C-30）89 ㎡ 不陸整正（C-30、平

均 t＝3 ㎝）761 ㎡ 表層工（透水性 As（樹脂・消石灰入）t＝5 ㎝）761 ㎡ 付

帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後３時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中

止する場合がある。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－５９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 堀端橋外４橋補修工事 
工事場所 さいたま市岩槻区大字大森地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 堀端橋 断面修復工 1 構造物 共和橋 ひび割れ補修工 1 構造物 断面修復工 1

構造物 中橋 ひび割れ補修工 1 構造物 断面修復工 1 構造物 表面含浸工 29

㎡ 岩１６８ ひび割れ補修工 1 構造物 断面修復工 1 構造物 現場塗装工 9 ㎡

岩２９２ 断面修復工 1 構造物 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後３時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア、イ又はウの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又

は中止する場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３６１号 

さいたま市の発注する「道路修繕工事（北Ｒ５市道１０４３８号線）」ほか１件の特別簡易型総合

評価方式一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 総合評価方式に関する事項 

 総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と

いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。 

 (1) 方式 

  特別簡易型 

 (2) 評価値の算出方法 

  除算方式 

３ 技術資料の提出及び審査 

(1) 自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も

高い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成

し、財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。 

(2) (1)において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を

決定する。 

(3) 自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。 

(4) 技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変

動が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。 

(5) 工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」とい

う。）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。ま

た、６に規定する低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると

認められた者については、総合評価は行わない。 

４ 入札参加資格の確認 

 (1) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める



 

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を契約課に提出しなければなら

ない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(2) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

５ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、４(1)及び(2)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなけ



 

れば、その者を新たに落札候補者とする。 

(2) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(3) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点

を算出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。 

６ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格取扱要綱に基づく低入札

価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、第一順位者決定の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）の午後３時までに３(1)に掲げる技術資料並びに４(1)及び(2)に掲げる資格確認書類

と併せて次に掲げる書類を契約課に提出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 



 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、第一順位者決定の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)にお

いて提出された書類に基づく低入札価格調査、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参

加資格の確認を経て行う。低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とし総合評価を行わない。また、入

札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とする。 

７ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（以下「設計図書等の閲覧等」と

いう。）の方法は工事ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

８ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に４(1)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

９ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 



 

１０ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

１１ 入札の無効 

(1) さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第

１項各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(2) 自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。 

１２ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。 

(8) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(9) 落札者は、技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該

工事に配置すること。 



 

(10) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建

設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さい

たま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、さいたま市電子入札運用基準、さいたま

市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等

の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

 

 

 

 

 



 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－９１ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（北Ｒ５市道１０４３８号線） 
工事場所 さいたま市見沼区大和田町１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月１９日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 259.9m 幅員 5.9～6.3m 舗装工 切削オー

バーレイ工（平均切削厚 5 ㎝、改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5 ㎝）1560 ㎡ 付帯

工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後１時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（道路修

繕工事（北Ｒ５市道１０４３８号線））.pdf」ファイルを参照すること。 
質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 

令和５年８月２８日（月）午後５時まで 
質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－６４６－３２２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－９２ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道４０６４８号線） 
工事場所 さいたま市西区大字中野林地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 371.5m 幅員 5.7m 舗装工 路面切削（平

均切削厚 5 ㎝）2120 ㎡ 表層（再生密粒度 As-20、t＝5 ㎝）2120 ㎡ 付帯工一

式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午後１時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（スマイ

ルロード整備工事（北Ｒ５市道４０６４８号線））.pdf」ファイルを参照するこ

と。 
質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 

令和５年８月２８日（月）午後５時まで 
質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－６４６－３２２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３６２号 

さいたま市の発注する「交差点詳細修正設計業務（下大久保交差点）」ほか１件の一般競争入札に

ついて、次のとおり公告する。 

令和５年８月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。）

を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある

者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 



 

ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札



 

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項



 

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 

 



 

 

契約整理番号 ０５－４４５６－２４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 交差点詳細修正設計業務（下大久保交差点） 
業務場所 さいたま市桜区大字下大久保地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１５日まで 
概要 路線延長 0.37km 工事発注用資料作成一式 施工計画一式 関係機関協議一式 

打合せ一式 

予定価格（税込） １３，７５０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午前１１時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／道路 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「道路部門」の登録が

あること。 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて

提出すること。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 
さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 
電話 ０４８－８４０－６２０６ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

 

 



 

 

契約整理番号 ０５－４３８４－１７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 下水道事業耐震実施設計業務（北再－Ｒ５－５６１） 
業務場所 さいたま市岩槻区原町地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月２２日まで 
概要 耐震実施設計 開削工法（内径 1200mm 未満）485m 単独水管橋 1 橋 現地測量

（1/500）0.005 ㎢ 

予定価格（税込） 事後公表 

最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月２９日（火）午前９時から 

令和５年８月３１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１日（金）午前９時から 

令和５年９月４日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月５日（火）午前１１時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／下水管渠 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録

があること。 

業務実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降に、圧送管（管径 350mm 以上）の設

計業務を元請として完成させた実績があること（共同企業体としての実績の

場合は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士

のうち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（

下水道）」の登録を受けている者が２人以上いること。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

業務実績等の(2)に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係

を証する書類の写し。 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月１４日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月１４日（月）午前９時から 
令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年８月３１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて

提出すること。 

業務担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－６４６－３２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

 

 



 

さいたま市告示第１３７４号 

さいたま市の発注する「岩槻中央通り線市宿工区道路照明工事（Ｒ５）」の一般競争入札について、

次のとおり公告する。 

令和５年８月２１日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお



 

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。  

６ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行



 

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

９ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

１０ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２

年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の

定めるところによる。 

 

 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５９－２２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 岩槻中央通り線市宿工区道路照明工事（Ｒ５） 
工事場所 さいたま市岩槻区加倉４丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１５日まで 
概要 延長 75m 道路付属施設工（照明） 道路用照明 1 基 歩道用照明 2 基 照明用

管路 88m 道路付属施設工（信号） 信号用管路 14m 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年８月３１日（木）午前９時から 

令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月７日（木）午後２時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 電気工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２１日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２１日（月）午前９時から 
令和５年８月３０日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課 

電話 ０４８－６４６－３２１２ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３７５号 

さいたま市の発注する「鴨川第４０処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１００１）」の特別簡易型

総合評価方式一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月２１日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 総合評価方式に関する事項 

 総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と

いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。 

 (1) 方式 

  特別簡易型 

 (2) 評価値の算出方法 

  除算方式 

３ 技術資料の提出及び審査 

(1) 自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も

高い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成

し、財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。 

(2) (1)において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を

決定する。 

(3) 自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。 

(4) 技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変

動が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。 

(5) 工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」とい

う。）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。ま

た、６に規定する低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると

認められた者については、総合評価は行わない。 

４ 入札参加資格の確認 

 (1) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める



 

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を契約課に提出しなければなら

ない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(2) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

５ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、４(1)及び(2)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなけ



 

れば、その者を新たに落札候補者とする。 

(2) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(3) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点

を算出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。 

６ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格取扱要綱に基づく低入札

価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、第一順位者決定の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）の午後３時までに３(1)に掲げる技術資料並びに４(1)及び(2)に掲げる資格確認書類

と併せて次に掲げる書類を契約課に提出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 



 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、第一順位者決定の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)にお

いて提出された書類に基づく低入札価格調査、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参

加資格の確認を経て行う。低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とし総合評価を行わない。また、入

札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とする。 

７ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（以下「設計図書等の閲覧等」と

いう。）の方法は工事ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

８ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に４(1)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

９ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 



 

１０ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

１１ 入札の無効 

(1) さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第

１項各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(2) 自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。 

１２ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。 

(8) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(9) 落札者は、技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該

工事に配置すること。 



 

(10) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建

設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さい

たま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、さいたま市電子入札運用基準、さいたま

市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等

の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

 

 

 

 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４８７－２６ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 鴨川第４０処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１００１） 
工事場所 さいたま市中央区鈴谷３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１２月１日まで 
概要 延長 104.0m 管きょ工 開削（管径 200mm、硬質塩ビ管）101.3m マンホール工

組立楕円マンホール 4 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年８月３１日（木）午前９時から 

令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月７日（木）午後１時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２１日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（鴨川第

４０処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１００１））.pdf」ファイルを参照する

こと。 
質問受付期間 令和５年８月２１日（月）午前９時から 

令和５年８月３０日（水）午後５時まで 
質問回答期日 令和５年９月４日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 無 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３９２号 

さいたま市の発注する「岩槻区釣上地区用排水路整備工事（綾１６５５）」ほか１３件の一般競争

入札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお



 

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。  

６ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行



 

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

９ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

１０ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２

年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の

定めるところによる。 

 

 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４６５６－７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 岩槻区釣上地区用排水路整備工事（綾１６５５） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字釣上地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月１６日まで 
概要 延長 180m 土工一式 構造物撤去工一式 水路工 173.6m 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午前１０時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課 

電話 ０４８－８２９－１３７９ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４６５－３３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（南Ｒ５主要地方道さいたま川口線外）三室工区 
工事場所 さいたま市緑区大字三室地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月２４日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 141.5m 幅員 5.9m～8.8m 舗装工 路面切

削 682 ㎡ 切削オーバーレイ 332 ㎡ 基層 332 ㎡ 表層 1010 ㎡ 区画線工一式 

付帯工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午前１０時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２４ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－１００ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道イワ１０６号線） 
工事場所 さいたま市岩槻区上野４丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月２６日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 330m 幅員 8.0m 路側工【夜間】 歩車道

境界ブロック（乗り入れ部、切下平）8m 舗装工【夜間】 路面切削（平均切削

厚 5 ㎝）24 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削厚 12 ㎝、再生粗粒度 As-20、t＝7

㎝）2610 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5 ㎝）2630 ㎡ 付帯工【夜間】

一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後２時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４５６－２６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 鴨川橋外２橋補修工事 
工事場所 さいたま市桜区新開３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１日まで 
概要 鴨川橋補修工事一式 無名橋（与野 13）補修工事一式 無名橋（与野 25）補修

工事一式 

予定価格（税込） ３８，９６２，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後２時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、大宮区又は見沼区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－８４０－６２０５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４５６－２７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 針ヶ谷歩道橋撤去及び安全対策工事 
工事場所 さいたま市浦和区針ヶ谷１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月８日まで 
概要 歩道橋撤去工一式 道路付属物撤去・復旧工一式 

予定価格（税込） ３４，３５３，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後３時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、西区又は岩槻区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－８４０－６２０５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－１７４６－３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市多目的広場整備工事（南区大字大谷口） 
工事場所 さいたま市南区大字大谷口地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 撤去工一式 土工一式 地被類植栽工 286.3 ㎡ 側溝工 137.5m 管渠工 浸透

トレンチ 175.1m 集水桝工一式 舗装工 ダスト舗装 1484 ㎡ 透水性アスファ

ルト舗装（園路部）496.9 ㎡ 遠路縁石工一式 管理施設整備工 メッシュフェ

ンス（H1800）105.4m 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後３時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 造園工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課 
電話 ０４８－８２９－１７２９ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３８４－１９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 鴨川第１７処理分区外下水道工事（北再－Ｒ５－３００３） 
工事場所 さいたま市大宮区三橋２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 延長 363.5m 管きょ更生工（既設管径 250mm）363.5m 取付管きょ更生工（既設

管径 125～150mm）5 箇所 耐震継手工（既設管径 250mm）24 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後３時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級、Ａ級又はＢ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－６４６－３２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－９８５９－１０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 ２者による特定共同企業体 
工事名 沼影公園解体工事 
工事場所 さいたま市南区沼影２丁目地内 
履行期間 議会の議決を得たる日から令和７年１２月２６日まで 
概要 敷地面積 24188 ㎡ 解体工事 延べ面積 3904 ㎡ Ｓ造 地上２階建て 外 16

棟 その他全ての公園施設、外構の解体撤去 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 

令和５年９月１５日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 

令和５年９月２０日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月２１日（木）午後２時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 代表構成員 解体工事業 資格審査数値（経営規模等評価結果通知書・

総合評定値通知書の総合評定値に発注者別評価点を加算し

たもの）９００点以上 
その他の構成員 解体工事業 資格審査数値（経営規模等評価結果通知書・

総合評定値通知書の総合評定値に発注者別評価点を加算し

たもの）８２０点以上 
特定共同企業体の各構成員は、本公告日において、令和５・６年度のさいたま市

競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で

登載された者であること。 
所在地区分 代表構成員 さいたま市内に、本店を有していること。 

その他の構成員 さいたま市内に、本店を有していること。 
特定共同企業体の各構成員は、本公告日において、資格者名簿に登載された申請

事業所の所在地が上記に示す要件を満たすこと。 
施工実績等 代表構成員 

本市発注の解体工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

その他の構成員 

本市発注の解体工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 

注：本件工事の公告は２ページありますのでご注意ください。（このページは、１ページ目です。） 

 

 

 

 

 



 

 

契約整理番号 ０５－９８５９－１０ 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（

平成１３年さいたま市条例第４８号）の定めるところにより、議会の議決に付さ

なければならない契約につき、建設工事請負仮契約書を取り交わし、議会の議決

後に本契約を締結する。なお、仮契約書の作成にかかる費用は、落札者が負担す

るものとする。 
・本工事は、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者

の配置を認めない。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市都市局みどり公園推進部南部公園整備課 

電話 ０４８－８４０－６１７７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

注：本件工事の公告は２ページありますのでご注意ください。（このページは、２ページ目です。） 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４８４－１３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 南部第１０処理分区下水道工事（南再－Ｒ５－４００１） 
工事場所 さいたま市浦和区高砂３丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 耐震化工 管きょ更生工（既設□2740×1650～□4020×2090mm）40.4m 付帯工

一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 

令和５年９月１５日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 

令和５年９月２０日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月２１日（木）午後３時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－８４０－６２５５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６８－７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 馬込２号排水路改修工事（北河Ｒ５）（２債） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字馬込地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年４月３０日まで 
概要 延長 114.9m 土工一式 U 型水路布設工 （U2000×1200）102.9m （U2000×

1400）4m 4 号函渠布設工（B2000×H1300）8m 舗装工 15.7 ㎡ 付帯工一式 

仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 

令和５年９月１５日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 

令和５年９月２０日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月２１日（木）午後３時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、浦和区又は緑区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は債務負担行為該当案件である。また、本工事における前払金等は契約

日以降に請求できる。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所河川整備課 
電話 ０４８－６４６－３２３０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３８７－２８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－Ｒ５－１０１２） 
工事場所 さいたま市見沼区大和田町１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 延長 480.1m 管きょ工 開削（φ200mm、硬質塩ビ管）480.1m マンホール工 

組立 1 号マンホール 14 箇所 組立楕円マンホール 3 箇所 取付管工 取付管 5

箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 

令和５年９月１５日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 

令和５年９月２０日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月２１日（木）午後３時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、桜区又は南区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課 
電話 ０４８－６４６－３２６２ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４８４－１４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 南部第７処理分区外下水道工事（南再－Ｒ５－３００３） 
工事場所 さいたま市浦和区東仲町地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 改築工 管きょ更生工（φ250～400）539.2m 耐震継手設置工（φ250～400）31

箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 

令和５年９月１５日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 

令和５年９月２０日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月２１日（木）午後３時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級又はＡ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－８４０－６２５５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３８４－２１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 鴨川第２０処理分区外下水道工事（北再－Ｒ５－４０７） 
工事場所 さいたま市北区櫛引町２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 延長 252.8m 管きょ更生工（既設管径 250～350mm）252.8m マンホール更生工

（標準マンホール）5 箇所 耐震継手工（既設管径 200～800mm）22 箇所 付帯

工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 

令和５年９月１５日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 

令和５年９月２０日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月２１日（木）午後３時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級又はＡ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２５年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－６４６－３２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－６８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 自転車通行環境整備工事（市道イワ１０６号線外３路線） 
工事場所 さいたま市岩槻区古ヶ場１丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 延長 2330m 区画線設置 5526m 区画線消去 6876m 矢羽根 （溶融噴射式カラ

ー塗装工）209 箇所 （溶剤型ペイントカラー舗装工）248 箇所 自転車専用帯

（溶剤型ペイントカラー舗装工）447 ㎡ 薄層カラー舗装工 642 ㎡ 仮設工一式

予定価格（税込） ５６，０１２，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 

令和５年９月１５日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 

令和５年９月２０日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月２１日（木）午後４時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 塗装工事業 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の塗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３９３号 

さいたま市の発注する「浦和第１処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１０１４）」ほか２件の一般

競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。）

がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして取

扱う。 

ウ 一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし

ない。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 



 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成



 

２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２年さいたま市制定）及

び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 



 

 

別表  
対象工事 ア 浦和第１処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１０１４） 

イ （仮称）河童ぶち公園整備工事 

ウ ＡＤ－１１８・ＡＤ－１１９・ＡＤ－２２０排水路整備工事（南河

Ｒ５） 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とす

る。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４８７－２４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 浦和第１処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１０１４） 
工事場所 さいたま市緑区大字大門地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月９日まで 
概要 延長 165.6m 管きょ工 開削 （φ200、塩ビ管）78.8m （φ1200、強化プラ

スチック複合管）83.1m マンホール工 組立１号マンホール 2 箇所 組立４号

マンホール 1 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午前１０時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６２ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－３２８９－６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 （仮称）河童ぶち公園整備工事 
工事場所 さいたま市桜区西堀１０丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月３１日まで 
概要 延長 90.0m 土工一式 石積工 17m プレキャスト擁壁工 15m 護岸工 54m 土留

め工 77m 法面工 59 ㎡ 舗装工 透水性アスファルト舗装 138 ㎡ 透水性イン

ターロッキング舗装 54 ㎡ 視覚障害者誘導用ブロック 5 ㎡ 縁石工 20m 階段

工 1 箇所 公園施設撤去工一式 マンホール工（中間スラブ設置）1 箇所 

予定価格（税込） ２７，６４３，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午前１０時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所 

電話 ０４８－８４０－６１５３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４６８－１０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 ＡＤ－１１８・ＡＤ－１１９・ＡＤ－２２０排水路整備工事（南河Ｒ５） 
工事場所 さいたま市桜区道場５丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２９日まで 
概要 排水路整備工事 延長 303m 河川土工一式 水路工 プレキャストＡ型柵渠

293m プレキャストボックスカルバート 8m 舗装復旧工 15 ㎡ 付帯工一式 構

造物撤去工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午前１０時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所河川整備課 

電話 ０４８－８４０－６２３１ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３９４号 

さいたま市の発注する「道路修繕工事（北Ｒ５市道イワ１０２号線外）」ほか２件の一般競争入札

について、次のとおり公告する。 

令和５年８月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。）

がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして取

扱う。 

ウ 一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし

ない。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 



 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成



 

２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２年さいたま市制定）及

び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 



 

 

別表  

 
 本入札は、次のとおり、一抜け方式により実施する。なお、工事ごとに参加資格に定める
「所在地区分」が異なるため、確認のうえ入札に参加すること。 

 
対象工事 ア 道路修繕工事（北Ｒ５市道イワ１０２号線外） 

イ スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１１０１２号線外） 

ウ スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１２０３８号線外） 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とす

る。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－９５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（北Ｒ５市道イワ１０２号線外） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字小溝地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１日まで 
概要 延長 335.3m 幅員 6.0m～8.4m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 形側溝（

深 300）91m L 型長尺 U 形側溝（深 300）101m ボックスカルバート（300×240

）10m 角形集水桝（深 550）2 基 舗装工 下層路盤（RC-40）105 ㎡ 上層路

盤（RM-40、C-30）104 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削厚 t＝12 ㎝）2120 ㎡ 

表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5 ㎝）2170 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後２時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は浦和区に、本店を

有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－９６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１１０１２号線外） 
工事場所 さいたま市見沼区東大宮１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月１６日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 323.0m 幅員 6.0m～8.0m 道路土工一式 

排水構造物工 長尺 U 形側溝（300 型）554m 道路横断側溝 27m 角型集水桝（

□500、深 550）8 箇所 舗装工 下層路盤（RC-40、t＝19 ㎝）上層路盤（RM-

40、t＝15 ㎝）43 ㎡ 下層路盤（RC-40、t＝26 ㎝）上層路盤（C-30、t＝14 ㎝）

141 ㎡ 表層 （再生密粒度 As-20、t＝5 ㎝）669 ㎡ （透水性アスコン-13、樹

脂・消石灰入、t＝5 ㎝）1070 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後２時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、桜区又は緑区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－９７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１２０３８号線外） 
工事場所 さいたま市見沼区深作３丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２９日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 381.0m 幅員 4.0m、6.0m 道路土工一式 

排水構造物工 長尺 U 形側溝（深 300）546m 長尺 U 形側溝用集水桝（深 700）

19 箇所 舗装工 下層路盤 （RC-40、t＝15 ㎝）25 ㎡ （RC-40、t＝26 ㎝）

142 ㎡ 上層路盤 （C-30、t＝10 ㎝）25 ㎡ （C-30、t＝14 ㎝）142 ㎡ 不陸

整正（C-30、平均 t＝3 ㎝）1760 ㎡ 表層（透水性 As（樹脂・消石灰入り）、t

＝5 ㎝）1760 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後２時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は南区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中

止する場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３９５号 

さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１０５０４号線外）」ほか２件の一

般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。）

がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして取

扱う。 

ウ 一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし

ない。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 



 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成



 

２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２年さいたま市制定）及

び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 



 

 

別表  
対象工事 ア スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１０５０４号線外） 

イ スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道イワ１０１号線）裏慈恩寺２

工区 

ウ 岩槻区大野島地区排水路整備工事（新方１２８） 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とす

る。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。 

 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－９８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１０５０４号線外） 
工事場所 さいたま市見沼区東大宮１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月１２日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 308.4m 幅員 6.0～6.2m 道路土工一式 排

水構造物工 長尺 U 形側溝（300×300）327m 舗装工 下層路盤 （RC-40、t＝

19 ㎝）43 ㎡ （RC-40、t＝26 ㎝）55 ㎡ 上層路盤 （RM-40、t＝15 ㎝）43 ㎡ 

（C-30、t＝14 ㎝）55 ㎡ 表層 （再生密粒度 As-20、t＝5 ㎝）982 ㎡ （透水

性 As（樹脂・消石灰入）、t＝5 ㎝）662 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後３時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－９９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道イワ１０１号線）裏慈恩寺２工区 
工事場所 さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月３１日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 133.0m 幅員 7.0～8.1m 道路土工一式 排

水構造物工 長尺 U 形側溝工 （300×300）209m （300×300）（横断仕様）

17m 集水ます（□500、深 550）4 箇所 横断暗渠（300×240）16m 舗装工 下

層路盤（RC-40）79 ㎡ 上層路盤（RM-40）79 ㎡ 表層工（再生密粒度 As、t＝5

㎝）830 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削深さ t＝12 ㎝、再生粗粒度 As、t＝7

㎝）818 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後３時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４６５６－６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 岩槻区大野島地区排水路整備工事（新方１２８） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字大野島地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月１６日まで 
概要 延長 288m 土工一式 構造物撤去工一式 水路工 288m 舗装工一式 仮設工一

式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後３時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月７日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中

止する場合がある。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課 

電話 ０４８－８２９－１３７９ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３９６号 

さいたま市の発注する「産業道路原山工区街路整備工事（Ｒ５）（２債）」ほか４件の一般競争入

札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者（ 低制限価格（さいたま市建

設工事等 低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「 低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する 低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で 低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「 低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ 新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち 低の価格を

もって入札を行った者（ 低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち 低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち 低の価格をもって入札を行った者（ 低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で 低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち 低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。）

がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして取

扱う。 

ウ 一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし

ない。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 



 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、 低制限価格取扱

要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成



 

２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２年さいたま市制定）及

び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 



 

 

別表  
対象工事 ア 産業道路原山工区街路整備工事（Ｒ５）（２債） 

イ 準用河川新川改修工事（北河Ｒ５）（２債） 

ウ 砂塚橋補修工事（その１）（２債） 

エ 農業者トレーニングセンター管理地内外道路工事（その３） 

オ 荒川第２処理分区下水道工事（北建－Ｒ５－１００２） 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ、ウ、エ及びオの入札は無

効とする。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウ、エ及びオの入札は無効

とする。 

・対象工事ウの落札候補者が行った対象工事エ及びオの入札は無効とす

る。 

・対象工事エの落札候補者が行った対象工事オの入札は無効とする。 

 



 

 

 

契約整理番号 ０５－４４５９－１３ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 産業道路原山工区街路整備工事（Ｒ５）（２債） 

工事場所 さいたま市緑区原山１丁目地内外 

履行期間 契約確定の日から令和７年２月２８日まで 

概要 延長 340m 掘削工 5000 ㎥ 路床安定処理工 6260 ㎡ 街渠縦断側溝 601m 歩車

道境界ブロック 685m 撤去工一式 附帯工一式 舗装工 10110 ㎡ 区画線工

1688m 

予定価格（税込） 事後公表 

低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 

令和５年９月１５日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 

令和５年９月２０日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月２１日（木）午後２時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 

令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

・本工事は債務負担行為該当案件である。また、本工事における前払金等は契約

日以降に請求できる。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（土工）（受注者希望型）」の対象案件である。

・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（舗装工）（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）」の対象案件である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路建設課 

電話 ０４８－８４０－６２１２ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６８－９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 準用河川新川改修工事（北河Ｒ５）（２債） 
工事場所 さいたま市西区大字佐知川地内外 
履行期間 契約確定の日から令和７年１月１０日まで 
概要 延長 173m 土工一式 護岸工 161m 樋管工 2 基 仮設工一式 付帯道路工一式 

撤去工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 
令和５年９月１５日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 
令和５年９月２０日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 
令和５年９月２１日（木）午後２時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。 
・本工事は債務負担行為該当案件である。また、本工事における前払金等は契約

日以降に請求できる。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所河川整備課 
電話 ０４８－６４６－３２３１ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－６６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 砂塚橋補修工事（その１）（２債） 
工事場所 さいたま市西区塚本町３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年６月２８日まで 
概要 塗替塗装工 2540 ㎡ ひび割れ補修工 1 構造物 断面修復工 1 構造物 橋面防水

工 1463 ㎡ 表層工 1463 ㎡ 乾式止水材設置工 23.2m 橋梁用防護柵工 267m 

予定価格（税込） １８４，９１０，０００円 
低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 
令和５年９月１５日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 
令和５年９月２０日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 
令和５年９月２１日（木）午後２時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中

止する場合がある。 
・本工事は債務負担行為該当案件である。また、本工事における前払金等は契約

日以降に請求できる。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 

契約整理番号 ０５－４６５３－４ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 農業者トレーニングセンター管理地内外道路工事（その３） 

工事場所 さいたま市緑区大字大崎地内外 

履行期間 契約確定の日から令和６年３月１５日まで 

概要 延長 272.4m 幅員 11.4～14.0m 道路改良 道路土工一式 地盤改良工 218.11

㎥ 排水構造物工 （側溝、街渠、管渠、BOX 暗渠）191.7m （集水桝、街渠桝

）5 箇所 構造物撤去工一式 舗装工一式 縁石工 410.0m 防護柵工、区画線

工、道路付属施設工一式 管路 管きょ工 ボックスカルバート（□3100×3100

）13.0m 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 

低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 
令和５年９月１５日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 
令和５年９月２０日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 
令和５年９月２１日（木）午後２時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中

止する場合がある。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市経済局農業政策部農業政策課 

電話 ０４８－８２９－１３７６ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３８７－２７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 荒川第２処理分区下水道工事（北建－Ｒ５－１００２） 
工事場所 さいたま市西区大字宝来地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 延長 359.3m 管きょ工 圧入二工程推進（φ200、低耐）131.5m 鋼製さや管ボ

ーリング推進（φ300）13.5m 開削 （φ150、硬質塩ビ管）19.0m （φ200、

硬質塩ビ管）195.3m マンホール工 鋼製ケーシング内現場打 1 号マンホール 1

箇所 鋼製ケーシング内現場打 2 号マンホール 3 箇所 組立 1 号マンホール 7 箇

所 小型マンホール 3 箇所 取付管工 取付管 8 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 
令和５年９月１５日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 
令和５年９月２０日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 
令和５年９月２１日（木）午後３時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 

質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 
令和５年９月１２日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア、イ又はエの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又

は中止する場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課 
電話 ０４８－６４６－３２６２ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第１３９７号 

さいたま市の発注する「道路修繕工事（北Ｒ５市道１０５９２号線外）」ほか５件の特別簡易型総

合評価方式一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年８月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 総合評価方式に関する事項 

 総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と

いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。 

 (1) 方式 

  特別簡易型 

 (2) 評価値の算出方法 

  除算方式 

３ 技術資料の提出及び審査 

(1) 自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も

高い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成

し、財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。 

(2) (1)において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を

決定する。 

(3) 自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。 

(4) 技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変

動が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。 

(5) 工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」とい

う。）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。ま

た、６に規定する低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると

認められた者については、総合評価は行わない。 

４ 入札参加資格の確認 

 (1) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める



 

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を契約課に提出しなければなら

ない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(2) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

５ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、４(1)及び(2)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなけ



 

れば、その者を新たに落札候補者とする。 

(2) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(3) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点

を算出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。 

６ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格取扱要綱に基づく低入札

価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、第一順位者決定の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）の午後３時までに３(1)に掲げる技術資料並びに４(1)及び(2)に掲げる資格確認書類

と併せて次に掲げる書類を契約課に提出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 



 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、第一順位者決定の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)にお

いて提出された書類に基づく低入札価格調査、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参

加資格の確認を経て行う。低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とし総合評価を行わない。また、入

札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とする。 

７ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（以下「設計図書等の閲覧等」と

いう。）の方法は工事ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

８ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に４(1)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

９ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 



 

１０ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

１１ 入札の無効 

(1) さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第

１項各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(2) 自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。 

１２ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。 

(8) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(9) 落札者は、技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該

工事に配置すること。 



 

(10) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建

設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さい

たま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、さいたま市電子入札運用基準、さいたま

市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等

の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

 

 

 

 

 



 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－１０１ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（北Ｒ５市道１０５９２号線外） 
工事場所 さいたま市北区本郷町地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月９日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 276.6m 幅員 6.5～9.4m 舗装工【夜間】 

路面切削（平均切削深さ 5 ㎝）62 ㎡ 切削オーバーレイ（再生粗粒度 As-20、平

均切削深さ 12 ㎝、t＝7 ㎝）1880 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5 ㎝）

1940 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後１時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（道路修

繕工事（北Ｒ５市道１０５９２号線外））.pdf」ファイルを参照すること。 
質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 

令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 
質問回答期日 令和５年９月７日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－１０２ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（北Ｒ５市道イワ１１９号線） 
工事場所 さいたま市岩槻区南平野４丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月３１日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 326.0m 幅員 6.0m～6.3m 舗装工 路面切

削工（平均切削深さ t＝5 ㎝）16 ㎡ 切削オーバーレイ工（平均切削深さ t＝12

㎝、再生粗粒度 As-20、t＝7 ㎝）1930 ㎡ 表層工（再生密粒度 As-20、t＝5 ㎝

）1950 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後１時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（道路修

繕工事（北Ｒ５市道イワ１１９号線））.pdf」ファイルを参照すること。 
質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 

令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 
質問回答期日 令和５年９月７日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 
契約整理番号 ０５－３２６５－３ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 指扇土地区画整理事業 区画道路築造外工事（Ｒ５） 
工事場所 さいたま市西区大字指扇地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 延長 282m 道路土工 土工一式 排水構造物工 長尺 U 字側溝（300×300、300

×500）340m プレキャスト集水桝（□500、H600）4 基 舗装工 アスファルト

舗装 393 ㎡ 付帯工 発生土搬出 1000 ㎥ 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後１時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（指扇土

地区画整理事業 区画道路築造外工事（Ｒ５））.pdf」ファイルを参照するこ

と。 
質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 

令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 
質問回答期日 令和５年９月７日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市北区日進町２丁目１８６４番地１０ 

さいたま市都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所 

電話 ０４８－８７１－７８６４ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３８４－２０ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 岩槻第３処理分区下水道工事（北再－Ｒ５－４１１） 
工事場所 さいたま市岩槻区太田１丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２９日まで 
概要 耐震継手工（既設管径 250～350mm）72 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年９月５日（火）午前９時から 

令和５年９月７日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月 ８日（金）午前９時から 

令和５年９月１１日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月１２日（火）午後２時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（岩槻第

３処理分区下水道工事（北再－Ｒ５－４１１））.pdf」ファイルを参照するこ

と。 
質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 

令和５年９月 ４日（月）午後５時まで 
質問回答期日 令和５年９月７日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－６４６－３２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６８－１０ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 準用河川黒谷川改修工事（北河Ｒ５） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎新田地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１２日まで 
概要 延長 169.2m 堤脚水路工 （B500×H1500）46.2m （B500×H1600）39.8m （

B500×H1700）50.9m （□500×1100）9.0m （□500×1200）23.3m 吐口工一

式 付帯工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 

令和５年９月１５日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 

令和５年９月２０日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月２１日（木）午後１時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（準用河

川黒谷川改修工事（北河Ｒ５））.pdf」ファイルを参照すること。 
質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 

令和５年９月１２日（火）午後５時まで 
質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所河川整備課 
電話 ０４８－６４６－３２３１ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４６５－３２ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（南Ｒ５主要地方道さいたま東村山線） 
工事場所 さいたま市南区別所３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２２日まで 
概要 延長 432.0m 幅員 6.5m～9.0m 舗装工 路面切削 61 ㎡ 切削オーバーレイ

3280 ㎡ 基層 3280 ㎡ 排水性舗装・表層 1350 ㎡ 表層 2000 ㎡ 薄層カラー舗

装一式 区画線工一式 道路付属物工一式 付帯工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和５年９月１３日（水）午前９時から 

令和５年９月１５日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年９月１９日（火）午前９時から 

令和５年９月２０日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年９月２１日（木）午後２時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年８月２８日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（道路修

繕工事（南Ｒ５主要地方道さいたま東村山線））.pdf」ファイルを参照するこ

と。 
質問受付期間 令和５年８月２８日（月）午前９時から 

令和５年９月１２日（火）午後５時まで 
質問回答期日 令和５年９月１５日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））」の対象案件である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 
さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－８４０－６２２４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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